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発言内容については、要旨を記載しています。 
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令和７年度第６回下松市農業委員会定例総会 議事録 

 

１ 開催日時 令和７年９月９日（火） １０時から 

 

２ 開催場所 下松市役所 ４階 庁議室 

 

３ 農業委員 

  ・出席（７人）  

  会長       ５番 清水  守 

会長職務代理者  ３番  河村 真弓 

 

１番 内山 禮介 ２番 大本 博秀 ４番 近藤 政司 ６番 田中  結 

７番 藤田 善江    

  ・欠席（１人） 

８番 松村 将吾   

４ 農地利用最適化推進委員 （全員出席要請） 

  ・出席（６人） 

１番 貞久  晋 ２番 藤井 淸隆 ３番 小林 克美 ４番 金藤 哲夫  

５番 弘中 健治 ６番 本村  学   

・欠席（０人）  

   

５ 議事日程 

  第１ 会議の成立 

  第２ 議事録署名委員及び会議書記の指名 

６ 農業委員会事務局職員 

     局  長  中田 量寄 

     書  記  古谷 大亮 

 

７ 会議の概要 

   会議の概要については次のとおり 

第３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１号 

議案第２号 

議案第３号 

 

議案第４号 

協議事項 

 

報告第１号 

報告第２号 

報告第３号 

農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく 

農用地利用集積等促進計画の承認について （一括方式） 

現況確認書について（調整区域） 

「下松市農業施策に関する意見書」についての提案、 

意見等について 

農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

現況確認書について（市街化区域） 



   第 6 回 定例総会 会議の概要 
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議     長 

 

 

 

事  務  局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議     長 

 

貞久(推)委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議     長 

 

それでは、ただ今より９月の定例総会を開催いたします。本日、松村委員が欠

席でございますので、出席委員は７名です。農業委員の過半数が出席していま

すので、下松市農業委員会会議規則第７条により定足数を満たしており、総会

は成立している事を報告致します。なお、検討事項があるため推進委員全員に

出席をお願いしております。それでは議長お願いします。 

 

おはようございます。本日の議事録署名人は近藤政司委員と田中結委員にお願

い致します。書記の方は事務局にお願いします。 

それではよろしくお願い致します。 

 

議案書１ペ－ジをご覧下さい。議案第１号、農地法第３条の規定による許可申

請について事務局から説明します。申請は１件です。それでは受付番号１番に

ついて説明します。対象土地は２筆でありまして、土地の所在は大字●●●●

●●番、●●●●番●、地目は●●●●番が登記簿田、内用悪水路、現況田、

●●●●番●が登記簿、現況とも田で、農振区分は農用地区域外、面積は●●

●●番が１，９８６㎡、うち用悪水路が２６㎡、●●●●番●が３３３㎡です。

権利移転の内容は所有権移転で、譲渡人が●●●●さん、譲受人は●●●●さ

んです。調査報告は貞久晋推進委員です。よろしくお願いします。 

 

貞久晋推進委員、お願いします。 

 

それでは調査報告します。位置は、４ページになります。●●●の●●●●下

流の左岸にあり、現在●●●になっている場所です。調査は８月３０日に譲受

人の●●さんのご自宅へ伺い、聞き取ることができました。●●さんのご自宅

は５ページですが、申請地番と隣接する位置にあり、お住まいは●●●●番地

になります。そこに数年前、土地と家屋を購入されて現在お住まいです。●●

●●●●の●●●の隣でありまして●●●●の熱心な活動をご自宅で見られ

て、会員になって一緒にメンバーと活動したいと思われていらっしゃったみた

いです。そこに、●●●●の世話人２人から声がかかり、当該申請地の●●さ

んが県外にお住まいで、かつ高齢であるため、土地を譲渡したいという話があ

り、今回の申請に至ったとのことです。今回の申請地は約２，０００㎡で二枚

棚ですが、うち２６㎡は、先ほどご説明がありました通り、用悪水路となって

います。現在は●●●●●●が●●●として一体管理をしています。翌日世話

人の２人にもお聞きし、ぜひ●●さんの入会を待っていますとのことでしたが、

後日、８月末に入会されましたという一報を頂きました。以上の調査内容でし

たが、私が見た限り問題はないと思い、調査報告といたします。以上です。 

 

貞久晋推進委員、ありがとうございました。ただ今調査委員から説明がありま

したが、ご意見がありましたらお願いします。どなたかございませんか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

事  務  局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議     長 

 

藤 田 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議     長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見もないようですので採決をしたいと思います。議案第１号受付番号１番に

ついてはこれを可とする方は挙手をお願いします。 

  

   （   全員挙手   ） 

  

はい。全員賛成でございます。議案第１号受付番号１番は許可することに決し

ました。次、事務局、お願いします。 

 

議案書６ペ－ジをご覧下さい。議案第２号、農地法第５条第１項の規定による

許可申請について説明します。申請は１件です。それでは受付番号１番につい

て説明します。土地の所在は大字●●●●●番●、地目は登記簿田、現況荒廃、

農振区分は農用地区域外、面積は５５１㎡、貸付人は●●●●さん、借受人は

●●●●●さんです。転用目的は、農家住宅の建築になります。補足説明とな

りますが、今年の２月総会で農業振興地域整備計画の一部変更で協議した案件

でございまして、８月１日に農振農用地から除外されております。調査報告は

藤田善江委員です。よろしくお願いします。 

 

藤田善江委員、お願いします。 

 

８月２８日に現地調査に行ってまいりました。場所は１１ページの地図をご覧

ください。●●●●の前にある、●●●－●の土地です。●●●さんは●●さ

んのお婿さんにあたります。今後、近い将来●●さんの農地一帯を受け継ぎ、

農業を営むために農家住宅を建設を希望されています。●●●さんは●●さん

と同居されていますが、手狭なこと、そしてこれからのご両親の介護のことも

視野に入れて、現在暮らしているところから近いこの場所を選ばれたそうです。

●●●さんはきちんとお父さんから土地を借りて頑張っておられ、これから自

分の拠点を持って益々頑張って欲しいと思います。今はちょっと荒れています

けれど、すぐ農家住宅が建てられるような状態になっています。ご審議くださ

い。 

 

藤田善江委員、ありがとうございました。ただ今調査委員から説明がありまし

たが、ご意見がございましたらお願いします。どなたかございませんか。 

意見もないようですので採決をいたします。議案第２号受付番号１番について

はこれを可とする方は挙手をお願いします。 

  

   （   全員挙手   ） 

  

はい。全員でございます。議案第２号受付番号１番は農地法第５条許可相当と

して山口県農業会議の常設審議委員会の報告事案と致します。 

次、事務局お願いします。 

 



事  務  局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議     長 

 

藤井(推)委員 

 

 

 

 

 

議     長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  務  局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案書１２ペ－ジをご覧下さい。議案第３号、農地中間管理事業の推進に関す

る法律に基づく農用地利用集積等促進計画の承認について（一括方式）です。

申請は１件です。 

それでは受付番号１番について説明します。土地の所在は大字●●●●●●番

●、地目は登記簿田、現況田、農振区分は農用地区域内で、面積は２，３８２

㎡です。基盤法の利用権の期間が満了したため、引き続き農地中間管理事業法

での利用権設定となりました。利用権を設定する者は●●●●さん、利用権の

設定を受ける者は、●●●●さん、内容は使用貸借で、期間は令和●年●月●

●日から５年間です。なお、本件土地は地域計画の区域内で、農業を担うもの

は利用権の設定を受ける●●●●さんとなっております。調査報告は藤井淸隆

推進委員です。よろしくお願いします。 

 

藤井淸隆推進委員、お願いします。 

 

場所は１５ページにありますように、県道のすぐそばで見える場所です。借り

られるすぐ下が、●●●●さんの所有の土地でございますので、管理がしやす

く、使用貸借で５年間ですので、耕作するのに条件はいいと思います。防除も

ドローンでされているので、防除は完璧です。ご審議よろしくお願いいたしま

す。 

 

藤井淸隆推進委員、ありがとうございました。 

ただいま調査委員から説明がありましたが、ご意見がありましたらお願いしま

す。 

意見もないようですので採決をします。議案第３号受付番号１番についてこれ

を可とする方は挙手をお願いします。 

  

   （   全員挙手   ） 

  

はい。全員でございます。議案第３号受付番号１番は原案の通り承認致します。 

次、事務局お願いします。 

 

それでは議案書１６ページをご覧ください。議案第４号現況確認書（調整区域）、

市街化調整区域についてご説明いたします。申請は１件です。 

それでは受付番号１番について説明します。対象土地は１１筆ありまして、土

地の所在は大字●●●●●番●、●●●番●、●●●番●、●●●番、●●●

番●、●●●番●、●●●番●、●●●番、●●●番、●●●番●、●●●番

●。地目は順に田、畑、畑、畑、田、田、畑、畑、畑、田、畑、農振区分は農

用地区域外、面積は順に、２５６㎡、２５０㎡、３０５㎡、５４８㎡、１，２

８８㎡、３，９４２㎡、２６８㎡、１１５㎡、３１８㎡、９３８㎡、６６７㎡、

合計８，８９５㎡です。所有者は●●●さん、非農地として認定して良いかの

承認となります。申請地は昭和５３年に相続して以来、耕作をしておらず、非



 

 

 

 

 

議     長 

 

田 中 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議     長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  務  局 

 

 

 

 

農地であるとのことです。参考地目は●●●番●、●●●番●、●●●番●が

雑種地、●●●番、●●●番●、●●●番●、●●●番●、●●●番、●●●

番、●●●番●が山林、●●●番●が原野です。調査報告は田中結委員です。

よろしくお願いします。 

 

田中結委員、お願いします。 

 

報告いたします。９月２日に現地確認をしてきました。１７ページと別添資料

４ページを併せてご確認ください。場所は●●●●●●から●●方面に向かっ

たところにあります。現地については空中写真でも確認できますが原野になっ

ており、一見白く写っている●●●－●、●●●－●、●●●－●、●●●－

●も木とカズラで覆われている状態でした。空中写真では分かりにくいのです

が、議案書１８ページを見ますと、●●●－●に家が建っていて、申請者のご

実家になります。昭和５３年に相続されましたが、それ以来耕作しておらず、

３０年以上非農地の状態で現在に至り、ご本人もご住所を●●に住んでいらっ

しゃるということで今回に申請がでました。先ほども申し上げましたが、現地

は原野になっており、農地に戻すのは困難だと判断いたしました。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

田中結委員、ありがとうございました。ただいま調査委員から説明がありまし

たが、ご意見がありましたらお願いします。 

私の地元ですから、毎日何度か通っておりまして、状況は把握しております。

既に３０年以上になると思いますが、耕作された形跡がありません。●●●－

●は、耕作しようと思えば現状に復すことができると思いますが、その他の場

所については現状に復することは困難であろうと思います。 

他にご意見はありますか。意見もないようですので採決をします。議案第４号

受付番号１番についてはこれを非農地、●●●番●、●●●番●、●●●番●

が雑種地、●●●番、●●●番●、●●●番●、●●●番●、●●●番、●●

●番、●●●番●が山林、●●●番●が原野とすることに賛成の方は、挙手を

お願いいたします。 

  

   （   全員挙手   ） 

  

はい。全員でございます。議案第４号受付番号１番は原案の通り承認致します。

次、事務局お願いします。 

 

協議事項になります。８月の総会で昨年度のものをお配りして追加項目等をお

願いしましたが、これをたたき台として今年度の意見書を検討していただきた

いと思います。項目としては昨年と同様の項目にしております。そこで、項目

を追加したいとか、こうしたいということがございましたら事務局にお願いし

ます。 



 

議     長 

 

 

事  務  局 

 

 

 

議     長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  務  局 

 

 

議     長 

 

事  務  局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議     長 

 

 

事  務  局 

 

 

 

 

 

 

そういうことで、皆様方の意見を反映することにしておりますが、この意見書

に加えて更に意見がある場合は事務局に提出していただいたらと思います。 

 

今後の流れを説明したいと思いますが、来月の総会で決定し、１０月中に市に

手渡したいと考えておりますので、来月には採決できるようにご協力お願いし

ます。 

 

担い手の支援の補助金について、面積にめりはりをつけてもらわないと、と思

います。次に新規就農者を呼び込むというということであれば、初期投資額の

大きいものに対しては、市がある程度支援をしてあげないと、育たないし、継

続はできないと思います。その辺を含めてこの中に入れてもらえればと思いま

す。それと、水路や農道の維持管理をどう考えているのか。奥地のほうを維持

しようと思えば、市がある程度支援をしていかなければこれから続いていかな

い。市政にある程度方向性を見出していただきたいということを含めて、この

中に入れられるのなら入れていただきたいと思います。以上です。 

 

これを含めまして、会長と相談して次回お示ししたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

はい。次、お願いします。 

 

議案書１９ペ－ジをご覧ください。報告第１号、農地法第４条第１項第７号の

規定による届出についてですが、届出が１件ございました。 

続きまして、議案書２０ページ、２１ページです。報告第２号、農地法第５条

第１項第６号の規定による届出についてですが、届出が５件ございました。 

続きまして、議案書２２ページ、２３ページです。現況確認書について（市街

化区域）ですが、届出が４件ございました。 

添付書類は完備しておりましたので、現地の状況等を確認し、下松市農業委員

会規程第１０条に基づき、専決により処理いたしました。 

報告事項は以上です。 

 

以上で、本日の議案の審議ならびに報告事項はすべて終了いたしました。 

次、事務局、お願いします。 

 

それでは、令和７年度の農地パトロールについて説明いたします。まず、下松

市農地パトロールの手引きをご覧ください。今年度は、令和７年９月から１２

月にかけて、農地パトロールをお願いいたします。実施場所については、手引

きに記載のとおりです。実施方法は、全ての班でタブレットを利用して、農地

の調査をお願いいたします。なお、班分けは記載のとおりで、四角で囲った委

員へ最初にタブレットを貸与いたします。調査中のタブレットの管理は、各班 



  

  

 


